老人福祉法に基づく「老人居宅生活支援事業（地域密着型サービス）」に係る各種届出について（ご案内）
　老人居宅生活支援事業者等の皆さまへ　　

　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部

高齢福祉課在宅サービスグループ

１　届出対象事業

　　　○下の表の太枠内の６事業は、老人福祉法に基づく届出が必要です。

	老人福祉法上の
事業名
	介護保険法上の事業名
	

	老人居宅介護等事業
	夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
	

	老人デイサービス事業
	地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護
	左記のうち、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター等の施設で事業を行う事業所が該当します。

	小規模多機能型居宅介護
事業
	小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
	

	認知症対応型老人共同生活
援助事業
	認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
	

	複合型サービス福祉事業
	複合型サービス
	

	老人デイサービスセンター
	地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護
	左記のうち、老人デイサービス事業に該当しない施設で事業を行う事業所が該当します。


　
２　届出の種類一覧

○老人福祉法に基づく各種届出は次のとおりです。
	老人福祉法上の事業名
	事業開始時
	届出内容変更時
	事業廃止
（休止）時

	老人居宅介護等事業
	1号様式
	２号様式
	３号様式

	老人デイサービス事業
	
	
	

	小規模多機能型居宅介護事業
	
	
	

	認知症対応型老人共同生活援助事業
	
	
	

	複合型サービス福祉事業
	
	
	

	老人短期入所事業
	
	
	

	老人デイサービスセンター
	４号様式
	７号様式
	９号様式


３　様式入手先

○「介護情報サービスかながわ（らくらく）」ホームページ（https://kaigo.rakuraku.or.jp/）

⇒「文書/カテゴリ検索」

⇒「８. 各種届出（業務管理体制・老人福祉法の届出・生活保護法の届出）等」　

⇒「老人福祉法に基づく届出」

　　　　
４　届出方法について

（1） 共通事項
〇次のいずれかの方法により提出してください。

・電子申請届出システム　
　以下、①～⑥の手順で届出様式を提出してください。

① 下記のＵＲＬ「電子申請届出システム」にアクセスし、「ＧビズＩＤでログインする」からログインする。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/


　　　　　　  ② 【申請届出メニュー】から「他法制度に基づく申請届出」を選択する。
　　　　　　  ③ 「1.サービス分類選択」は「居宅施設」を選択、「2.都道府県選択」及び「3.届出先選択」は「神奈川県」を選択し、「次へ」をクリックする。
　　　　　　  ④ 「届出者情報入力」ページで必要事項を入力した後、「添付書類アップロード」ページで届出様式を添付し「次へ」をクリックする。
⑤ 「確認」ページで内容に問題がなければ「届出」をクリック。

※電子申請届出システムによる届出はＧビズＩＤの取得が必要です。
※電子申請届出システムによる提出であっても、届出様式の提出（添付）は必要です。

※県事務連絡やシステムの操作方法等については、下記をご確認ください。

電子申請届出システムによる老人福祉法に基づく各種届出について

https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=20&id=611
・郵送

下記まで書類を郵送してください。

〒２３１－８５８８　横浜市中区日本大通１

 　　         　神奈川県福祉子どもみらい局福祉部

高齢福祉課在宅サービスグループ　宛
○記載事項が多く、各種様式によることができない場合、別添資料を添付してください。

○事業を行おうとする区域が複数に渡る場合でも、届出先は事業所所在地の所管官庁のみです。

○介護保険事業所番号及び老人福祉法上の事業種別ごとに提出してください。
（一覧での提出不可。）

（２）事業開始時

○提出書類・・・「２　届出の種類一覧」のとおり

○提出時期・・・事業開始前

○添付書類・・・登記事項証明書又は条例
○注意事項

・記載例を必ず確認したうえで記入してください。

・１号様式「２　経営者の氏名及び住所」において、事業所名称及び事業所所在地も
あわせて記載してください。

・前払金を受領するグループホームは、前払金保全措置内容の確認書類を添付してくだ
さい。

　　　　　　※平成18年４月以降に老人居宅生活支援事業の開始届をするグループホームで、
終身にわたって受領するべき家賃等の全部又は一部を「前払金」として一括して
受領する形をとる場合、

次の対応が必要となります。（老人福祉法第14条の４）

ア　前払金の算定の基礎を書面で明示しておくこと

イ　前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え、銀行の債務保証等の
保全措置を講じること

（３）届出内容変更時

○提出書類・・・「２　届出の種類一覧」のとおり

○提出時期・・・変更日から一月以内

○添付書類・・・原則不要
○注意事項

　・参考事項欄に事業所名称や介護保険事業所番号等を記載してください。

　　　　　・事業開始時に届出した内容において変更が生じた際に提出してください。

（４）事業廃止（休止）時

○提出書類・・・「２　届出の種類一覧」のとおり

○提出時期・・・廃止日（休止日）の一月前までに

○添付書類・・・原則不要

○注意事項

・参考事項欄に事業所名称及び介護保険事業所番号等を記載してください。　

　　　
５　届出先・問合せ先

○届出先・問合せ先・届出様式は、法人所在地ではなく事業所の所在地で異なります。
※次の市町村に該当しない場合は、神奈川県高齢福祉課へ御提出ください。
	事業所
所在地
	担当課・所在地
	電　話
	地域密着型
サービス
	その他該当の
サービス

	横浜市内
	横浜市　健康福祉局　高齢健康福祉部
介護事業指導課
	045(671)2356
	〇
	〇

	
	〒231-0005　横浜市中区本町６－５０－１０
	
	

	川崎市内
	川崎市　健康福祉局　長寿社会部　
高齢者事業推進課
	044(200)2469
	〇
	〇

	
	〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１
	
	

	相模原市内
	相模原市　健康福祉局　保険高齢部　
福祉基盤課
	042(769)9226
	〇
	〇

	
	〒252-5277　相模原市中央区中央２－１１－１５
	
	

	横須賀市内
	横須賀市　福祉部　健康長寿課
	046(822)8402
	〇
	〇

	
	〒238-8550　横須賀市小川町１１
	
	

	鎌倉市内
	鎌倉市　健康福祉部　
高齢者いきいき課
	0467(61)3947
	〇
	―

	
	〒248-8686　鎌倉市御成町１８－１０
	
	

	藤沢市内
	藤沢市　福祉部　介護保険課

総務担当
	0466(50)8270
	〇
	―

	
	〒251-8601　藤沢市朝日町１－１
	
	

	小田原市内
	小田原市　福祉健康部　高齢介護課
	0465(33)1827
	〇
	―

	
	〒250-8555　小田原市荻窪３００
	
	

	茅ヶ崎市内
	茅ケ崎市　福祉部　高齢福祉介護課
	0467(82)1111
内線 2126
	〇
	―

	
	〒253-8686　茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１
	
	

	逗子市内
	逗子市　福祉部      高齢介護課
	046(872)8116
	〇
	―

	
	〒249-8686　逗子市逗子５-２-１６
	
	

	厚木市内
	厚木市　福祉部　介護福祉課
	046(225)2220
	〇
	―

	
	〒243-8511　厚木市中町３－１７－１７
	
	

	南足柄市内
	南足柄市　福祉健康部　高齢介護課
	0465-73-8057
	〇
	―

	
	〒250-0192　南足柄市関本440
	
	

	葉山町内
	葉山町　福祉部　　　福祉課
	046(876)1111
内線232～234
	〇
	―

	
	〒240-0192  三浦郡葉山町堀内２１３５
	
	

	中井町内
	中井町　健康課　高齢介護班
	0465(81)5546
	〇
	―

	
	〒259-0197　足柄上郡中井町比奈窪５６
	
	

	大井町内
	大井町　福祉課
	0465(83)8024
	〇
	―

	
	〒258-8501　足柄上郡大井町金子１９９５
	
	

	松田町内
	松田町　福祉課
	0465(83)1226
	〇
	―

	
	〒258-8585　足柄上郡松田町松田惣領２０３７
	
	

	開成町内
	開成町　町民福祉部  福祉介護課
	0465(84)0316
	〇
	―

	
	〒258-8502　足柄上郡開成町延沢７７３
	
	

	箱根町内
	箱根町　福祉部　　　福祉課
	0460(85)7790
	〇
	―

	
	〒250-0398　足柄下郡箱根町湯本２５６
	
	

	真鶴町内
	真鶴町　健康長寿課
	0465(68)1131
内線221～223
	〇
	―

	
	〒259-0202　足柄下郡真鶴町岩２４４－１
	
	

	湯河原町内
	湯河原町介護課
	0465(63)2111
内線345
	〇
	―

	
	〒259-0392　足柄下郡湯河原町中央２－２－１
	
	

	上記19市町を除く県所管域内
	神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
高齢福祉課在宅サービスグループ
	045(210)4824
	－
	〇

	
	〒231-8588横浜市中区日本大通１
	
	


（令和６年２月）
